
 

Ｑ： 在宅ではどんな治療ができますか？ 

Ａ： 診療所によって違いますが、点滴・酸素吸入・人工呼吸器・傷の処置・

がんの痛みの緩和などができます。日常的な訪問看護・訪問介護の他、

褥瘡や難治性湿疹は皮膚科の専門医が、抜歯や義歯については歯科医

師が別途訪問してくれます。また、薬局によってはお薬を自宅まで届

けて服用の指導をしてくれます。 

 

Ｑ： 一人暮らしでも在宅療養は可能ですか？ 

Ａ： 独居の場合でも、介護保険や訪問診療など多職種によるサービスをう

まく組み合わせ、条件が整えば可能になります。ケアマネジャーに相

談して下さい。 

 

Ｑ： 在宅医療でかかる費用は？ 

Ａ： 医療保険または介護保険が適用されます。自費となるのは各訪問の際

の交通費と介護保険の上限を超えた場合です。 

 

わたしの情報       
かかりつけ医 ①  ☎ 

       ②  ☎ 

ケアマネジャー  ☎ 

  ☎ 

家族の連絡先 ①  ☎ 

       ②  ☎ 

いちばん身近な支援者  ☎ 

企画：藤沢市医師会在宅医療支援センター 

問い合わせ先：藤沢市 健康医療部 地域医療推進課 ☎ 21-9993                    

かかりつけ医を持ちましょう 
 

                                              

 

住み慣れた地域で暮らし続けたいという願いをかなえるためには、近所に

「かかりつけ医」を持つことです。 

現在国の政策として、医療機関の機能分担をおこない、「初期の治療は医院・

クリニックで、高度・専門治療は病院で行う」ということが掲げられていま

す。このため、病院での入院日数が短くなり、病状が安定したらすみやかに

退院し、地域のかかりつけ医の治療を受けることになります。 

 

かかりつけ医とは？ 

かかりつけ医はあなたの主治医です。日常的な診療の他にも、健康相談等、

日頃からなんでも気軽に相談ができ、いざという時には専門医を紹介してく

れる住まいの近くにいる医師のことです。 

大きな病院は専門分野に分かれていて、患者さんの全体を把握しにくいと

言われています。大きな病院に主治医が決まっている方も、お住まいの近く

に「かかりつけ医」を持ちましょう。 

 

かかりつけ医を持っていると大きな安心が得られます 

・生活に根ざした治療が受けられます。 

・病気の予防・早期発見・早期治療につながります。 

・適切な専門医を紹介してくれます。 

・急病の時に救急車を呼んだ方がいいのか、助言をしてくれます。 

・日頃の患者さんの状態を把握している医師なので、介護保険の申請の際に

「主治医の意見書」の記載ができます。 

＊ 病気になってから医師を探すのでなく、前もってかかりつけの医師を準

備しておくことが大切です。健康診断などを積極的に活用して、自分にあ

った、かかりつけ医をつくっておきましょう。 

 



か か り つ け 医 Ｑ＆Ａ                    

 

Ｑ： かかりつけ医として何科の医師を考えれば良いですか？ 

Ａ： 高血圧（内科）・関節疾患（整形外科）・白内障（眼科）など様々な科

にかかっていても、どの科も基本的にはかかりつけ医です。 

どの科の医師でもかまいません。医師はお互いに連携しあい、必要な

時には、専門医や病院の紹介をしてくれます。 

 

Ｑ： 総合病院はかかりつけ医ではないのですか？ 

Ａ： 総合病院は「紹介された患者さんの検査・治療を行い、安定したらか

かりつけ医に逆紹介する役割」を持っています。 

紹介状を持たずに初診で受診しますと「初診特定療養費」（病院・診療

所役割分担の推進を図るため国の定めた制度）が加算されます。 

また、救命救急センターは入院が必要な重症の患者さんの処置を行い

ますので、発熱や風邪症状など軽症の方は、藤沢市医師会の休日・夜

間急 病診療所や当番医などを利用しましょう。 

 

Ｑ：かかりつけ医としては、どのような医師が良いですか？ 

Ａ：＊患者の話をしっかり聞いてくれ、気軽に相談がしやすい。 

  ＊病気・治療・薬などについてわかりやすく説明してくれる。 

  ＊必要に応じて適切な専門医を紹介し、紹介状を書いてくれる。  

  ＊緊急の場合は電話対応をしてくれる。 

 ＊新しい医学の進歩についてよく勉強している。 

  

Ｑ： 上手に診察を受けるには？ 

Ａ： かかりつけ医がいれば、今までにかかった病気・アレルギーや家族歴

などを知っていますので、受診時は、いつからどんな症状があるかメ

モを取ってまとめておくとスムーズに診察が受けられます。  

 

Ｑ： 通院できなくなった時にはどのようにしたら良いですか？ 

Ａ： かかりつけ医に相談して下さい。かかりつけ医は、往診や訪問診療をし

たり、訪問看護ステーションにつないだり、介護サービスの相談にのっ

てくれます。往診や訪問診療を行っていない場合は、訪問診療を行う在

宅医の紹介をしてくれます。 

在宅医療について                                                   
 

 

日本はまもなく超高齢多死の時代を迎えます。今までの「治す医療」から

「治し支える医療」へと転換し、「病院依存」から「地域完結型の医療」へと

転換していきます。 

これからは、「命の長さを基準とした医療」から「病気療養される方の希望

を引き出し、それを実現していくための医療」に変革されます。 

住み慣れた場所でできるだけ長く暮らしたいというニーズを満たすため、

在宅医療が必要となります。 

在宅医療は、病気の管理に加えて、患者さんやご家族の生活を支えるため

に、医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・理学療法士・介護職などさまざ

まな職種がチームとなってかかわります。患者さんに代わって介護保険サー

ビスの調整を行うケアマネジャー、いきいきサポートセンター、社会福祉協

議会の職員もメンバーとなって支援します。 

 

在 宅 療 養 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ： 在宅での療養生活を始めるには？ 

Ａ： 入院中は、病院の地域連携室に相談しましょう。医師と相談しながら退

院や転院の準備をしてくれます。 

日常生活に支援が必要な時は、いきいきサポートセンターに相談して介

護保険サービスの申請をしましょう。申請後、約１か月位で認定の通知

が来ます。 

イラスト使用許可： WANPUG・いらすとや ） 


